
第１章 市税の役割 

  

 市税は、京都市予算の約３割を占めている重要な財源です。 

 市民の皆さんに納めていただく市税は、貴重な自主財源として、様々な事業を推進する原動力となっています。 

 

● 一般会計歳入予算の内訳（８年度当初予算） 

 
● 一般会計歳出予算の内訳（８年度当初予算） 

 

-1-



市税収入の内訳 

         
 市税の総額は ３，５６３億０７百万円で、その内訳は下図のとおりです。市民税、固定資産税、都市

計画税で、市税収入全体の９０．５％を占めています。 

 
● 市税収入予算の内訳（８年度当初予算） 

 

税  目 ８年度当初予算額 
市 民 税 1,632 億 90 百万円  

個人市民税 1,344 億 66 百万円  
法人市民税 288 億 24 百万円  

固定資産税  1,303 億 81 百万円  
土地家屋分 1,158 億 97 百万円  
償却資産分等 144 億 84 百万円  

市たばこ税 98 億 41 百万円  
事 業 所 税 83 億 51 百万円  
都市計画税 289 億 07 百万円  
宿 泊 税 131 億 69 百万円  
軽自動車税 21 億 27 百万円  
入 湯 税 2 億 41 百万円  
合 計 3,563 億 07 百万円  
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市税等※１０，０００円の使い道 

 

納めていただいた市税等※１０，０００円は、市民の皆さんの日常生活に欠かすことのできないさまざまな仕事に使

われます。（令和８年度当初予算ベース） 

 

 
※ 市税、府税交付金及び地方交付税等を含んでいます。 
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入湯税・事業所税・都市計画税の使われ方 

 

入湯税・事業所税・都市計画税は、地方税法で使途が定められている目的税であり、本市では、次の事業等に全額

使われています。（令和８年度当初予算） 

 

 

※合計は百万円未満端数処理のため一致しない場合があります。
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宿泊税の使われ方 

 

 平成３０年１０月１日から課税を開始した宿泊税は、条例で使途が定められている法定外目的税であり、

令和８年度（当初予算）は、次の事業等に全額を使うこととしています。 

 

宿泊税を財源として充実・強化する取組    宿泊税 約131.7 億円 

 

◆ 多様で奥深い魅力を活かした「観光」の推進  

⑴  観光を通じた京都の魅力の継承・発展 （充当額 21.7 億円） 

  京都の多様な魅力の向上、情報発信の更なる強化  

  ＭＩＣＥ誘致の強化  

  観光事業者の経営強化・魅力発信 

 

⑵  文化の力を活かした価値創造 （充当額19.5 億円）  

  文化財の保全・継承・活用に向けた取組  

  伝統文化の担い手育成・魅力発信  

  文化振興による多様で奥深い魅力創出 

 

⑶  品格ある景観創造 （充当額17.5 億円）  

  京町家の保全及び継承に関する取組  

  歴史的景観・自然景観の保全に向けた取組等 

 

◆ 市民生活と観光の調和・両立の更なる推進 

⑷  観光課題対策の着実な実施 （充当額 34.6 億円） 

  安心安全な受入環境整備   

  移動利便性の向上・観光地等交通対策 

 

⑸  市民・観光客双方の利便性向上や安心安全につながる都市基盤整備（充当額34.7 億円） 

  災害時等における市民・観光客等の安全対策 

  インフラ機能維持など  

 

※このほか、キャッシュレス支払への対応や、税額引上げに伴う事業者の対応を支援するための特別徴収事務補

助金の補助率の引き上げへの対応等、徴税コストとして、 3.7 億円を充当。 

※端数処理のため、合計が一致しない場合がある。 
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   京都市では、若者・子育て世帯の居住促進などに向けて、空き家や別荘、セカンドハウスなど居住者のない住宅

（非居住住宅）の所有者に対して課税する「非居住住宅利活用促進税」の導入に係る条例を制定しました。 

令和１２年度の課税開始を予定しています。 

非居住住宅利活用促進税の概要 

納税義務者 

市街化区域内にある非居住住宅（その所在地に住所を有する者がいない住宅）の所有者 

※非居住住宅であるかどうかは、当該住宅を生活の本拠（私的生活の中心地。複数の住宅を所

有している方であっても、生活の実態により一か所に定まるもの）として利用している方の有無

によって判定します。実際に生活の本拠として利用されている方がいる場合は、住民票がなく

ても課税対象とはなりません。逆に、住民票が置かれていても生活の本拠として利用していな

い場合は課税対象となります。 

※居住者の有無は、１棟所有の賃貸アパートなどは棟単位、分譲マンションなどの区分所有家屋

は専有部分（住戸）単位で判定します。 

免税点 
固定資産評価額(家屋)が 30 万円(制度導入から５年間は 100 万円)未満の家屋には課

税されません。 

課税免除・減免 

一部の非居住住宅については、税負担が免除されます。 

① 事業のために使っている / 1 年以内に使うことを予定しているもの 

② ①のほか、賃貸・売却を予定しているもの（免除期間は募集開始から１年） 

③ 居住者の転勤や介護施設への入所等により、一時的に居住していないもの 等 

徴収猶予 

非居住住宅の居住者または所有者が死亡した場合、最大３年間は、住宅の処分や活用

を図る期間として、税の徴収を猶予します。猶予期間中に住宅が非居住住宅でなくなった場

合等は、その間の納税義務が免除されます。 

税額の計算 

①と②を合計して算出します。 

① 家屋価値割 

固定資産評価額（家屋）×税率 0.7% 

② 立地床面積割 

敷地の土地に係る１㎡当たり固定資産評価額×家屋床面積×税率（※） 

※ 立地床面積割の税率 

当該非居住住宅の固定資産評価額（家屋） 税 率 

７００万円未満 ０．１５％ 

７００万円以上９００万円未満 ０．３％ 

９００万円以上 ０．６％ 
 

○課税対象の詳細や税額のシミュレーション等につきましては、京都市情報館（京都市のホームページ）の「非居住住

宅利活用促進税について」をご覧ください。 

   https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000296672.html 
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